
 

女性活躍推進法に基づく女性の職業選択に資する情報 
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第２１条に基づき、女性の職業選択に資する情

報を公表します。 

 

１．職員採用                                    

⑴ 採用した職員に占める女性職員の割合（令和６年度採用）              

全  体: ４８．１％  （１０４人 うち女性 ５０名） 

  事務・技師:   ３２．８％ （６７人 うち女性 ２２名） 

  資格職  :   ７８．９％ （１４人 うち女性 １１名） 

  現業職  :   ５０．０％ （ ４人 うち女性  ２名） 

  病院医療職:   ７８．９％ （１９人 うち女性 １５名） 

 

⑵ 採用試験受験者の女性割合（令和6年度実施試験）                    

全  体: ４６．０％  （５６３人 うち女性 ２５９名） 

  事務・技師: ３９．２％ （４６２人 うち女性 １８１名） 

  資格職  : ７５．８％ （ ６６人 うち女性  ５０名） 

  現業職  : ８１．８％ （ １１人 うち女性   ９名） 

  病院医療職: ７９．２％ （ ２４人 うち女性  １９名） 

 

２．仕事と家庭の両立（令和６年度）                        

⑴ 男女別の育児休業取得率                                 

男性取得率:７６．７％、女性取得率:１００．０％ 

 

⑵ 男性職員の配偶者出産休暇取得率・平均取得日数                      

取得率:６７．４％  平均取得日数:２．７日 

 

⑶ 年次休暇の平均取得日数                                 

平均取得日数:１２．５日（全職員） 

 

３．職員の勤務状況（令和６年度）                         

⑴ 職員一人当たりの１か月の超過勤務時間                      

１２．１時間 


